
令和７年第 11 回玉野市教育委員会 会議録 

   

Ⅰ 期 日   

 令和７年７月９日（水）   

   

Ⅱ 会議時間   

 開会時間：15時00分   

 閉会時間：16時30分   

   

Ⅲ 出席委員   

 教育長 多田 一也 教育長職務代理者 横山 純子  

 委員  二宮 崇 委員  小野 文子  

 委員  板倉 宏   

   

Ⅳ 欠席委員   

   

Ⅴ 説明のため出席した職員   

 教育次長 萱 哲司   

 教育総務課長 琵琶 学 学校再編推進課長 森 真志  

 学校教育課長 的場 佳代 就学前教育課長 片山 琢巳  

 社会教育課長 久富 真吾   

   

  （書記）遠藤 真由   

   

Ⅵ 会議内容   

 １ 開  会   

  

 ２ 会議録の承認 

（１）令和７年第８回教育委員会会議（令和７年５月22日）の議決事項等について 

   教育長の報告：岡山県教育委員会教育長協議会総会について 

   議 事：玉野市社会教育委員の委嘱について            他１件 

   協 議：令和７年度玉野市教育行政重点施策（最終稿）                          

   報 告：玉野市乳児等通園支援事業（こども誰でも通園事業）の実施について 

       他１件 

（承認） 

  

 ３ 教育長の報告 

なし 

  

 ４ 議  事   

 （１）議案第26号 令和７年度玉野市立高等学校入学者選抜実施大要について 

 （学校教育課長） （第 12 回教育委員会へ変更） 

 （２）議案第27号  玉野市地区スポーツ事業補助金交付要綱の廃止について 



 （社会教育課長） 資料により説明 

  （原案どおり可決） 

   

 ５ 協  議    

 （１）令和７年度 玉野の教育（第１稿）について 

 （教育総務課長） 資料により説明 

教育委員会の意見をもとに修正し、８月中に公表予定。 

 （２）玉野市立小中学校再編準備委員会運営方針（案）について 

 （学校再編推進課長） 資料により説明 

 （横山委員） 「７．守秘義務について」趣旨としては分かるが、会議は基本的に

公開で、議事録も公開されている。資料も公表されるとなると、漏

らしてはいけない情報とは、具体的にどのようなものを想定してい

るのか。プライバシーに関わる事項の話をしてはいけないことは分

かるが、先に知り得た情報とはどのようなものを想定しているか。 

 （学校再編推進課長） 具体的に個人情報等の話があるかどうか想定できていないが、基本

的には要綱の中で委員長が必要と認める非公開事項があった場合

には、非公開にするよう考えている。この会議は原則公開で行う予

定である。 

 （横山委員） 委員が真剣に取り組まれる中で、思っていることは委員会に反映さ

せたい、情報共有をしたいと思われる方もいると思う。何がだめで

何がいいのかというのを説明ができた方がよいと思う。もう１点

は、非公開に仮になった場合、行政文書の開示請求の対象になるの

か。 

 （学校再編推進課長） 実際にはどういったケースがあるのかというのは改めて整理する。 

 （二宮委員） 会議の傍聴は準備委員会全体会なのか、それとも部会も含めて全て

傍聴可能か。 

 （学校再編推進課長） 全て可能。 

 （二宮委員） 委員会や部会の日程を公表するということだが、どういう形で公表

するのか。 

 （学校再編推進課長） 基本は市のホームページで公表する。広報たまのにも掲載したい

が、各部会が月１・２回開催することも考えられるので、広報たま

のの記事に間に合わない。市のホームページや保護者連絡ツールを

活用することになる。 

 （二宮委員） どのくらい傍聴があるか分からないが、傍聴への対応や個人情報の

こと等、秘密保持というところにも関わるので準備しておいた方が

いいと思う。 

 （３）宇野中学校・玉中学校・日比中学校再編準備委員会の委員の選定について 

 （学校再編推進課長） 資料により説明 

   

 （４）玉野市競技スポーツ振興事業費（激励金）支給事務取扱要綱の一部改正について 

 （社会教育課長） 資料により説明 

 （二宮委員） 大会が限定されることになるのか。 

 （社会教育課長） 大会が限定されるということはないが、10ページの「５、その他の

（２）」については、もともと「３競技会（１）（２）においては」

という文言が入っていなかったが、大会は文科省もしくは日本ス

ポーツ協会の主催する大会に限定すると国際大会が入らなくなっ



てしまう。それは上の「３．競技会（３）国際規模の大会」も対象

としていることから、明確化するため文言を追加したもの。 

 （二宮委員） 例えば玉野の野球チームが全国大会に出場した場合は対象となる

か。 

 （社会教育課長） 全国大会に出た場合は対象となる。 

 （二宮委員） 中国大会、全国大会はある程度対象になるという認識でよいか。 

 （社会教育課長） 中国大会の規模は「社会体育を除く」となっている。全国大会の場

合は社会体育であれば対象となる。 

   

 ６ 報  告  

 （１）玉野市生涯学習推進協議会委員の委嘱又は任命について 

 （社会教育課長） 資料により説明 

   

 （２）玉野市青少年問題協議会委員の委嘱又は任命について 

 （社会教育課長） 資料により説明 

   

 （３）玉野市文化スポーツ顕彰選考委員の委嘱又は任命について 

 （社会教育課長） 資料により説明 

   

 ７ その他  

 ・第 15 回中国地区市町村教育委員会連合会研修大会への参加について 

 （書記） 資料により説明 

   

 ８ 閉  会 

 次回、教育委員会は令和７年７月14日（月）13：30から開催するので参集願う。以上

で、令和７年第11回教育委員会を閉会する。 

  

 

 

 

 

 

 

会議録調整者 書記 遠藤 真由 

会議録署名委員 教育長 多田 一也 

 教育長職務代理者 横山 純子 

 


